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1 総括  

 

（１）人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  
住民基本台帳人口  

(Ｒ 4.1.1) 

 歳  出  額  

Ａ  

実質収支  人  件  費  

Ｂ  

人件費率  

B/A 

(参考 )  

2年度の人件費率 

令和３年度 
              人  

52,935 

      千円  

21,198,782 

    千円  

293,979 

    千円  

3,102,725 

      ％  

14.6 

          ％    

13.0 

 

（ ２ ） 職員給与費の状況（普通会計決算）  

区分  
職員数

（A）  

給与費  １人あたり  
給与費 B/A 

類似団体平

均一人当た
り給与費  給料  職員手当  期末･勤勉手当 計（ B）  

令和３年度 
人  

287 

千円  

1,112,909 

千円  

343,277 

千円  

457,481 

千円  

1,913,667 

千円  

6,668 

千円  

5,730 

（注）１  職員手当には退職手当を含みません。  

       ２  職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。  

       ３  給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職員を

含んでいません。  

       ４  類似団体については、後日掲載予定です。  

 

（ ３ ）ラスパイレス指数の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員

数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）  適用職員の俸給月

額を 100 として計算した指数です。 

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。  
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 （４）給与制度の総合的見直しの実施状況について  

  ①給料表の見直し  

（給料表の改定実施時期）  

平成２７年４月１日  

    （内容）  

行政職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げました。激変緩和のた

め、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施しました。消防職給料表

については、行政職給料表との均衡を踏まえて見直しました。  

  ②地域手当の見直し  

（支給割合）  

国基準６％に対し、府中町においても６％を支給。  

（実施時期）  

平成２７年４月１日より実施。ただし、段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年４月１

日は４％、給与改定後は平成２７年４月に遡及し５％、平成２８年４月１日から６％を支給。  

（参考）  

 平成２ ７年度の支

給割合  
平成２ ８

年度の

支給割

合  

平成２ ９

年度の

支給割

合  

平成３ ０

年度の

支給割

合  

令和元

年度の

支給割

合  

令和２

年度の

支給割

合  

令和３

年度の

支給割

合  
４月１日

時点  

遡及改

定後  

国 基 準 に よ

る支給割合  
４％  ５％  ６％  ６％  ６％  ６％  ６％  ６％  

府 中 町 の 支

給割合  
４％  ５％  ６％  ６％  ６％  ６％  ６％  ６％  
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２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在） 

    ①一般行政職                                                                            

区  分  平均年齢      平均給料月額  平均給与月額  
平均給与月額  

（国比較ベース）  

府中町  44.3歳  320,400円  416,687円  365,018円  

広島県  43.6歳  329,656円  410,462円  368,104円  

国  42.7歳  323,711円     －     405,049円  

類似団体  41.3歳  303,712円  368,373円  337,556円  

 

 ②消防職  

区  分  平均年齢      平均給料月額  平均給与月額  
平均給与月額  

（国比較ベース ）  

府中町  40.1歳  316,223円  408,022円  363,611円  

類似団体  37.7歳  290,533円  371,489円  331,274円  

  （注）１「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における職種ごとの基本給の平均です。なお、職種区

分については、地方公務員給与実態調査要領によるものであり、一般行政職とは行政職給料表が適用

される職員のうち、国における税務職俸給表の適用を受けるものに相当する職員（税務課職員など）

を除いたものです。 

 ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らか

にされているものです。  また、「平均給与月額 (国比較ベース )」は、比較のため、国家公務員と同

じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。  

         3 類似団体については、後日掲載予定です。  

 

 （２ ）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）                                         

区     分  府中町  広島県  国  

一般行政職  
大  学  卒  188,700円  191,254円  182,200円  

高  校  卒  160,100円  157,116円  150,600円  

技能労務職  高  校  卒   160,100円     -    - 

消  防  職  高  校  卒  176,500円     -    - 

 

 （３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）  

区     分  経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年  

一般行政職  
大  学  卒  259,114円  355,200円  373,340円  394,500円  

高  校  卒  253,267円  －  360,325円  384,325円  

＊ 該当する職員がいない経験年数及び職種については、掲載していません。 

＊ ３人以下の経験年数区分については、直近の階層を含めて４人以上の平均給料月額を算出し示しています。 
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３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  １号給の  
給料月額  

最高号給の  
給料月額  

 
７  級  部長  

 
 ７ 人  

 

 
 ３．０％  

 
362,900円  444,900円  

 
６  級  次長・課長・主幹  

 
３ ３ 人  

 
１４．１％  

 
319,200円  410,200円  

 
５  級  課長補佐  

 
２ ５ 人  

 

 
１０．７％  

 
290,700円  393,000円  

 
４  級  係長 ・ 主査 ・ 事 業 調整

員  

 
６ ７ 人  

 

 
２８．６％  

 
266,000円  381,000円  

 
３  級  主任・主任主事  

 
６ ６ 人  

 

 
２ ８ ． ２ ％  

 
234,400円  350,000円  

 
２  級  主事  

 
２ ２ 人  

 

 
 ９ ． ４ ％  

 
198,500円  304,200円  

 
１  級  主事  

 
１ ４ 人  

 
 ６ ． ０ ％  150,100円  247,600円  

 （注）１  府中町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。  
      ２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。  
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（ ２ ）国との給料表カーブ比較表（行政職（一） ） （令和４年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

       画面コピーで貼り付けた（ R5.1）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（ ３ ）昇給への人事評価の活用状況（府中町）  

令和３年４月２日から令和４年４月１日

までにおける運用  
管理職員  一般職員  

イ .  人事評価を活用している    

 

活用している昇給区分  
昇給可能  

な区分  

昇給実績が  

ある区分  

昇給可能  

な区分  

昇給実績が  

ある区分  

上位、標準、下位の区分      

上位、標準の区分      

標準、下位の区分      

標準の区分のみ（一律）      

ロ .  人事評価を活用していない  ○  ○  

 活用予定時期  令和５年度  令和５年度  
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４  職員の手当の状況  

 

（ １ ） 期末手当・勤勉手当  

府  中  町  広  島  県  国  

１人当たり平均支給額（３年度）  

     1,578千円  

１人当たり平均支給額（３年度）  

       1,585千円  
－  

（令和３年度支給割合）  

 期末手当     勤勉手当  

 2 . 5 5月分     1 . 9 0月分  

 (1.45月分 )    (0.90月分 ) 

（令和３年度支給割合）  

 期末手当     勤勉手当  

 2 . 4 0月分     1 . 9 0月分  

 (1.45月分 )    (0.90月分 ) 

（令和３年度支給割合）  

 期末手当     勤勉手当  

 2 . 5 5月分     1 . 9 0月分  

 (1.45月分 )    (0.90月分 ) 
（加算措置の状況）  

職務の級等による加算措置  

・役職加算  ５～１５％  

（加算措置の状況）  

職務の級等による加算措置  

・役職加算    ５～２０％  

・管理職加算  ５～２５％  

（加算措置の状況）  

職務の級等による加算措置  

・役職加算    ５～２０％  

・管理職加算  １０～２５％  

  （注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

○勤勉手当への人事評価の活用状況（府中町）  

令和３年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ .  人事評価を活用している  ○   

 

活用している成績率  
支給可能  

な成績率  

支給実績が  

ある成績率  

支給可能  

な成績率  

支給実績が  

ある成績率  

上位、標準、下位の成績率  ○     

上位、標準の成績率   ○    

標準、下位の成績率      

標準の成績率のみ（一律）      

ロ .  人事評価を活用していない   ○  

 活用予定時期   令和４年度  

 

（２ ）退職手当（令和４年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府   中   町  国  
（支給率）       自己都合      勧奨・定年  

勤続 20年         19.6695月分    24.586875月分  

勤続 25年         28.0395月分     33.27075月分  

勤続 35年         39.7575月分       47.709月分  

最高限度額    47.709月分       47.709月分  

その他の加算措置  

定年前早期退職特別措置（ 2％～ 20％加算）  

1人当たり平均支給額        

           （自己都合）   （勧奨・定年

）  

 1,367千円    19,122千円  

（支給率）      自己都合      応募認定退職 ・ 定年

勤続 20年         19.6695月分    24.586875月分  

勤続 25年         28.0395月分     33.27075月分  

勤続 35年         39.7575月分       47.709月分  

最高限度額    47.709月分       47.709月分  

その他の加算措置  

定年前早期退職特別措置（ 2％～ 45％加算）  

 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した全職種に係る職員に支給さ

れた平均額です。  
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（３ ）地域手当（令和４年４月１日現在）  

支  給  実  績  78,396千円  

支給職員１人当たり平均支給年額  238,287円  

支給対象地域  支給率  支給対象職員数  県の支給率  国の支給率  

府中町        6％          329人  6.2％  6％  

  （注）「支給実績」と「支給職員１人当たり平均支給年額」は、令和３年度における地域手当の額です。 

 

（４ ）特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）  

支給実績（令和３年度決算）  9,960千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）  140,285円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度決算）  21.3％  

手当の種類（手当数）  12種類  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  支給実績  

（ 令和 ３年度決算 ）  
左記職員に対する  

支給単価  

町税等徴収職員の特

殊勤務手当 

税務課職員及び税外収

入金等の徴収事務職員 

外出して町税及び税外収入金

の納付の催告及び折衝並びに

徴収事務又は滞納処分の事務

に従事したとき 

千円  

4  日額200円 

防疫等作業従事職員

の特殊勤務手当 

伝染病患者の救護、伝

染病発生場所の消毒又

は汚染物質の処理作業

に従事した職員 

感染症が発生した場合又は発

生するおそれのある場合におい

て、感染症患者若しくは感染症

の疑いのある患者の救護又は感

染症の病原体の付着した物件若

しくは付着の危険がある物件の

処理作業に従事したとき 

千円  

5,330  

日額500円 

新型コロナウイルス感染

症から町民等の生命及

び健康を保護するとき 

日額3,000円 

上記で接触又は長時間 

日額4,000円 

そ族、こん虫駆除作業

従事職員の特殊勤務

手当 

そ族、こん虫駆除作業に

従事した職員 

毒物及び劇物取締法に規定す

る毒物又は劇物を使用して、そ

族、こん虫駆除作業に従事した

とき 

千円  

0  日額500円 

死亡人取扱従事職員

の特殊勤務手当 

死亡人取扱従事した職

員 

行路死亡人等の処置に従事した

とき 

千円  

0  １件1,000円 

清掃作業従事職員の

特殊勤務手当 

環境センターに勤務す

る職員 
清掃作業に直接従事したとき 

千円  

0  

7時間45分以上 

   日額800円 

4時間～7時間45分未満 

日額640円 

4時間未満 

     日額480円 

家畜等の死体処理作

業に従事した職員の特

殊勤務手当 

家畜等の死体処理作業

に従事した職員 

犬、猫等の死体処理に従事した

とき 

千円  

0  
4時間以上 1件 310円 

4時間未満 1件 186円 

夜間特殊業務従事職

員の特殊勤務手当 

夜間特殊業務に従事し

た職員 

正規の勤務時間の一部又は全

部が深夜（22時～5時）である業

務に従事したとき 

千円  

2,660  

5時間超 １当務980円 

2時間～5時間以下 

 １当務650円 

2時間未満１当務470円 

防災作業に従事した職

員の特殊勤務手当 

防災作業に従事した職

員（消防職員を除く） 

災害の防止、復旧等のため防災

作業に従事したとき 

千円  

1  
4時間以上 日額600円 

4時間未満 日額360円 

消防職員の特殊勤務

手当 

消防業務に従事する職

員 

消火作業、防災作業又は救助

作業に従事したとき 

千円  

1,054  

日額又は１当務 

260円 

消火作業、防災作業又は救助

作業に機関員として従事したとき 

日額又は１当務 

400円 

救急作業に従事したとき 
日額又は１当務 

200円 
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救急作業に機関員として出動し

たとき 

日額又は１当務 

300円 

救急救命士の資格を有する者が

救急作業に従事したとき 

日額又は１当務 

510円 

訓練によりはしご車に登ていした

とき 

日額又は１当務 

100円 

用地取得等の折衝業

務に従事した職員の特

殊勤務手当 

用地取得等の折衝業務

に従事した職員 

土地等の取得又はこれに伴う補

償に関し、権利者と面接して折

衝業務に従事したとき 

千円  

23  日額470円 

強制執行の業務に従

事した職員の特殊勤務

手当 

強制執行の業務に従事

した職員 

強制執行に従事することを命じら

れ、作業に従事し又は特に命じ

られた業務に従事したとき 

千円  

0  
4時間以上 日額1,000円 

4時間未満 日額600円  

社会福祉業務に従事

する職員の特殊勤務手

当 

生活保護業務の現業を

行う職員及びその指導

監督に従事する職員 

生活保護業務の現業及びその

指導監督に従事するとき 

千円  

889  
月額10,700円 

（ 注 ） 平成１８年度以降、年末年始特殊勤務手当など６種類の特殊勤務手当を廃止しています。  

 

 

 （５ ）時間外勤務手当  

支給実績（令和３年度決算）            1 5 4 , 6 0 6千円  

職員１人当たり平均支給年額 (令和３年度決算）              5 7 5千 円  

支給実績（令和２年度決算）            1 2 5 , 3 1 5千円  

職員１人当たり平均支給年額 (令和２年度決算）              4 5 9千 円  

（注）  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和３年度決算）」と同じ年度の４

月１日現在の総職員数（管理職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。  
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 （６ ）その他の手当（令和４年４月１日現在）  

手当名  内容及び支給単価  国の制度  

との異同  

国の制度と  

異なる内容  

支給実績  

（令和３年度決算） 

支給職員  

１人当たり  

平均支給年額  

（令和３年度決算） 

扶養手当  

子                 10,000円 

配偶者、父母等         6,500円 

満16歳の年度初めから満22歳の年度末

までの子については5,000円を加算 

同  －  
千円  

36,240  
円  

241,601  

住居手当  
借家・貸間居住者に対し、家賃の額に応

じて支給 

（支給限度額 28,000円） 

同  －  
千円  

25,759   
円  

299,519 

通勤手当  

交通機関等利用者 

6ヶ月定期代相当額を支給 

（支給限度額 55,000円） 

自動車等の交通用具利用者 

 距離に応じて支給 

（支給限度額24,500円） 

同  

国の制度 

自動車等の交

通用具利用者

通勤距離区分

が一部異なる 

千円  

13,087   
円  

71,124 

管 理 職 手

当  

管理職員(部長、課長など)に対して

35,000円～ 65,000円を支給 
同  

国の制度 

俸給表別、職務

の級別、俸給特

別調整額の区

分別に定められ

た額を支給 

千円  

26,580   
円  

590,667 

休日勤務手

当 

休日において正規の勤務時間中に勤務

を命ぜられ、現に勤務した職員に支給す

る。 
同  －  

千円  

20,622   
円  

143,210 

夜 間 勤 務

手当  

正規の勤務時間として午後１０時から翌

日の午前５時までの間に勤務することを

命ぜられ、現に勤務した職員に支給する

。 

同  －  
千円  

3,513   
円  

30,817 

管 理 職 員

特 別 勤 務

手当  

管理職手当支給対象職員が平日深夜、

休日等に臨時又は緊急等の必要により

やむを得ず勤務した時に支給 

同  

国の制度 

俸給表別、職務

の級別、俸給特

別調整額の区

分別に定められ

た額を支給 

千円  

400  

円  

23,529 
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５  特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）  

 

区      分  給 料 月 額 等                     

給  

料  

町長  

副町長  

教育長  

８９０，０００円  

７３０，０００円  

６９０，０００円  

（参考）類似団体における最高／最低額  

920,000円  ／  580,800円  

760,000円  ／  522,000円  

   -   円  ／     -   円  

報  

酬  

議長  

副議長  

議員  

３８０，０００円  

３００，０００円  

２９０，０００円  

499,000円  ／  252,000円  

430,000円  ／  202,000円  

400,000円  ／  174,000円  

期  

末  

手  

当  

町長  

副町長  

教育長  

（令和３年度支給割合）  

４．３月分  

議長  

副議長  

議員  

（令和３年度支給割合）  

４．３月分  

退  

職  

手  

当  

 

町長  

副町長  

教育長  

  （算定方式）                      （１期の手当額）  （支給時

期）  

給料月額  ８９０千円×支給率（ 5.0）×年数   17,800千円    任期ごと  

給料月額  ７３０千円×支給率（ 3.0）×年数    8,760千円    任期ごと  

給料月額  ６９０千円×支給率（ 2.5）×年数    5,175千円    任期ごと  

  （注） １ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月、教育長は３年＝ 

36月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

2 類似団体については、後日掲載予定です。  

 

６  職員数の状況  

 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月 1 日現在）                                                                       

区 分  
部 門  

職 員 数  対 前 年  
増 減 数  主 な 増 減 理 由  

令和３年  令和４年  

普

通

会

計

部

門 

一

般

行

政

部

門 

議  会  ３  ３    

総  務  ７ ４  ７ １  ▲ ３  派遣職員、休職者の職務復帰等  

税  務  １ ８  １ ８    

労  働      

農  水  ２  ２    

商  工  ４  ２  ▲ ２  職員配置の変更  

土  木  ３ ７  ３ ５  ▲ ２  豪雨災害復旧事業室の廃止  

民  生  ３ ９  ３ ８  ▲ １  フルタイム職員から再任用短時間職員へ変更  

衛  生  ２ ８  ３ ０  ２  業務増加対応  

計  ２ ０ ５  １ ９ ９  ▲ ６  
＜参考＞  
人口 1万当たり職員数 37.59人 
（類似団体の人口 1万当たり職員数 52.42人） 

教 育 部 門  ３ ３  ３ ２  ▲ １  フルタイム職員から再任用短時間職員へ変更  

消 防 部 門  ５ ５  ５ ６  １  出向からの職務復帰 

小   計  ２ ９ ３  ２ ８ ７  ▲ ６  
＜参考＞  
人口 1万当たり職員数 54.22人 
（類似団体の人口 1万当たり職員数 66.17人） 
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公
営
企
業
等

会
計
部
門 

下 水 道  １ ３  １ ３    

そ の 他  １ ８  １ ９  １  職員配置の変更 

小  計  ３ １  ３ ２  １  
 

合   計  
３ ２ ４  

〔 ３ ６ ０ 〕  
３ １ ９  

〔 ３ ６ ０ 〕  
▲ ５  

＜参考＞  
人口 1 万当たり職員数  60.26 人 

 （注）１  職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含
み、臨時及び非常勤職員を除いています。  

    ２  [     ]内は、条例定数の合計です。  

３  類似団体については、後日掲載予定です。  

 

（ ２ ）年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）  

 

 

区  分  

20歳  

 

未満  

20歳  

～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳  
～  

35歳  

36歳  

～  

39歳  

40歳  

～  

43歳  

44歳  

～  

47歳  

48歳  

～  

51歳  

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

 

職員数  
人  

２  

人  

５  

人  

２５  

人  

３５  

人  

４５  

人  

２４  

人  

２６  

人  

３０  

人  

３５  

人  

４６  

人  

２９  

人  

１７  

人  

３１９  

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ）職員数の推移                                      （単位：人・％）  

      年度  

部門別  
平成 29年 平成 30年 平成 31年 令和 2年 令和 3年 令和４年 

過去 5年間の 

増減数（率） 

一般行政  ２１１  ２０６  ２０４  ２０１  ２０５  １９９  △１２（△ 5.7%）  

教育  ３２  ３１  ３２  ３２  ３３  ３２  ０（－ %）  

消防  ５４  ５６  ５７  ５６  ５５  ５６  ２（ 3.7%）  

普通会計計  ２９７  ２９３  ２９３  ２８９  ２９３  ２８７  △１０（△ 3.4%）  

公営企業等会計  ３ 1 ３４  ３１  ３１  ３１  ３２  １（ 3.2%）  

総合計  ３２８  ３２７  ３２４  ３２０  ３２４  ３１９  △９（△ 2.7%）  

 （注）  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数  
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（４）職員の採用状況（令和３年４月２日～令和４年４月１日）             （単位：人）  

職  種  

受験者数  最終合格者数  採用者数  
前年度  

採用者数  
男

性  

女

性  
計  

男

性  

女

性  
計  

男

性  

女

性  
計  

一般事務（A）  ３９  ２５  ６４  ６  ０  ６  ６  ０  ６  ３  

一般事務（AS）  １１  ４  １５  １  ０  １  １  ０  １  ２  

一般事務（B）  ５  ５  １０  １  ０  １  １  ０  １  ０  

一般事務（C）  ５  １２  １７  １  １  ２  １  １  ２  ０  

一般事務（障）  ３  ２  ５  ０  ０  ０  ０  ０  ０  １  

保健師  －  －  －  －  －  －  －  －  －  １  

栄養士  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  

土木技師（D）  ２  ０  ２  ０  ０  ０  ０  ０  ０  １  

土木技師（E）  １  ０  １  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  

土木技師（F）  ０  １  １  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  

建築技師（K）  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  

建築技師（L）  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  

建築技師（M）  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  

消防吏員  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  

計  ６６  ４９  １１５  ９  １  １０  ９  １  １０  ８  

 

 

（５）職員の退職等の状況（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）                      

区   分  人   数  前年度人数  

定年退職  ９  ５  

勧奨退職  ４  －  

普通退職  ５  ３  

分限免職  －  －  

懲戒免職  －  －  

失   職  －  －  

死亡退職  －  １  

計  １８  ９  

再任用職員  ９  ５  

  （注）１ 定年退職：地方公務員法（以下「地公法」という。）第28条の２第1項の規定により離職すること。また，地公法第28条の３第1

項の規定により勤務が延長され，その後離職する場合も含まれます。 

     ２ 勧奨退職：任命権者が人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い，これに応じて退職すること。 

     ３ 普通退職：自己都合等により退職すること。 

     ４ 失職：職員が法定の欠格条項（地公法第 16条各号（第 3号を除く）に該当する場合で行政処分によることなく当然に離職する

もの）に該当し離職すること。 

     ５ 再任用職員：定年退職者等で再任用された職員 
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７  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  
 

（１ ）職員の勤務時間（一般職の標準的なものを記入）   （令和４年４月１日現在）  

１週間の  

勤務時間  
開始時刻  終了時刻  休憩時間  備  考  

３８時間４５分  ８：３０  １７：１５  
１２：００～１３：

００  
 

   （注）１  休憩時間：職員が勤務時間の途中において，勤務から解放され，自己の時間として自由に利用  

することが保障されている時間であり，労働基準法に準拠しているものです。  

２  交代制勤務職場等は除きます。  

  

（２ ）年次有給休暇の取得状況（令和３年１月１日～令和３年１２月３１日）  

総付与日数  

Ａ  

総使用日数  

Ｂ  

全対象職員数  

Ｃ  

平均使用日数  

Ｂ /Ｃ  

取得率  

Ｂ /Ａ   

８０３２．５日  ２６９８．２日  ２１１人  １２．８日  ３３．６％  

（注）  全対象職員とは、教育委員会及び消防本部を除く町長部局に勤務する職員で、中途採用者、退職者、  

休職や育児休業の者、派遣職員、短時間再任用職員を除きます。 

 

（３ ）時間外勤務及び休日勤務等の状況（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）  

時間外・休日勤務総時間数  
職員一人当たりの月平均  

時間外・休日勤務時間数   

６５，０３７時間  １８．８時間  

   （注）１  「時間外・休日勤務総時間数」は，当該年度中の時間外勤務等の総時間数です。  

      ２  「職員一人当たりの月平均時間外・休日勤務時間数」は，「時間外・休日勤務総時間数」を対象職

員（管理職を除く）数で除し月平均に換算したものです。  

      

（４ ）特別休暇等の状況（令和３年４月１日現在）  

休暇の種類  付与日数・期間等  

職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間 

職員が裁判員、証人等して官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間 

所轄庁の事務の全部又は一部の停止の場合 必要と認められる期間 

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者となる場合 必要と認められる期間 

職員が一定の要件に該当するボランティア活動に参加する場合 

ア 地震、暴風雨、噴火等により被災地又はその被災者を支援する活動 

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームにおける活動 

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾

病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生

活を支援する活動 

一の年において 5日の範囲内の期間 

職員が結婚する場合 
町長が定める期間内における連続する 7 日の

範囲内の期間（実質 5日間） 

職員が不妊治療に係る通院等を行う場合 

一の年において６日（当該不妊治療等が体外

受精または顕微授精に係るものである場合にあ

っては、１０日）の範囲内の期間 

産前の場合 出産の日までに申し出た期間 

産後の場合 
出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期

間 
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妊娠中又は出産の日後 1 年以内の女子職員が母子保健法に規定する保健指

導又は健康診査を受ける場合 

妊娠満 23 週までは 4 週間に 1 回、妊娠満 24

週から満35週までは2週間に1回、9月までは

2 週間に 1 回、妊娠満 36 週から出産までは 1

週間に 1回、出産の日後 1年まではその間に 1

回（医師等の指示があった場合には、いずれに

ついてもその指示された回数）とし、その都度必

要と認められる時間 

妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児

の健康保持に影響があると認められる場合 

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1

日につき 1 時間を超えないで必要と認められる

時間 

女子職員の生理の場合 
2日を超えない範囲内においてその都度必要と

認められる期間 

職員が生後 1年に達しない子を育てる場合 1日 2回それぞれ 30分以内の期間 

職員の妻が出産する場合 
町長が定める期間内における 2 日の範囲内の

期間 

職員の妻の出産に伴い、当該出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する

場合 

出産予定日の６週間前の日から出産の日後８

週間を経過する日までにおける５日の範囲内の

期間 

職員の養育する中学校就学前の子の看護をする場合 

一の年において 5 日（その養育する中学校就

学の始期に達するまでの子が２人以上の場合

にあっては、10日）の範囲内の期間 

日常生活を営むのに支障がある親族等（右欄において「要介護者」という。）の介

護等を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められ

る場合 

一の年において 5日（要介護者が２人以上の場

合にあっては、10日）の範囲内の期間 

職員の親族が死亡した場合 親族に応じた日数の範囲内の期間 

職員が父母の追悼する場合 1日の範囲内の期間 

夏季における心身の健康の維持及び増進等の場合 

一の年の7月から9月までの期間内における週

休日、休日及び代休日を除いて町長が必要と

認める期間 

災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合等 7日の範囲内の期間 

災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる

場合 
必要と認められる期間 

災害時において、職員が退勤途上の危険を回避する場合 必要と認められる期間 

地方公務員法第 42 条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画を実施

する場合 
計画の実施に伴い必要と認められる期間 

その他法令によって認められている場合及び町長が必要と認めた場合 
①入学式又は卒業式が行われる日 

②配偶者の祭日休暇（１日） 

 

（５ ）育児休業の取得状況（令和３年度）  

    育児休業取得者数  

男性職員  １  

女性職員  ４  

 （注）取得者数は、年度内に新規取得した数を示しています。  
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８  職員の分限及び懲戒処分の状況  
 

（１ ）分限処分者数（令和３年度）                                     （単位：人）  

区     分  降任  免職  休職  降給  合計  

勤務実績が良くない場合 
地公法第 28 条
第１項第１号 

－  －  －  －  ０ 

心身の故障の場合 
地公法第 28 条
第１項第 2号 
第 2項第 1号 

－  －  ６ －  ６ 

職に必要な適格性を欠く場合 
地公法第 28 条
第１項第 3号 

－  －  －  －  ０ 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃

職、過員を生じた場合 

地公法第 28 条
第１項第 4号 

－  －  －  －  ０ 

刑事事件に関し起訴された場合 
地公法第 28 条
第 2項第 2号 

－  －  －  －  ０ 

条例で定めた事由による場合 
地公法第 27 条
第２項 

－  －  －  －  ０ 

計 ０ ０ ６ ０ ６ 

 

（２ ）懲戒処分者数（令和３年度）                                     （単位：人）  

区     分  戒告  減給  停職  免職  合計  訓告等  

法令に違反した場合 
地公法第 29 条
第１項第１号 

－  －  －  －  ０  １ 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 

地公法第 29 条
第１項第 2号 

－  －  －  －  ０  ３ 

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行のあった場合 

地公法第 29 条
第１項第 3号 

－  －  －  －  ０  ２ 

計  ０ ０ ０ ０ ０  ６  

 （注） 「訓告等」とは，事件当事者又は監督者に対して訓告，厳重注意などの実質的な制裁を伴わない矯正措置をいいます。 
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９  職員の服務の状況  
 

（１ ）  公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下「派遣法」という。）に基づく派遣  

の状況  （令和３年度）  

派遣形態  

根    拠  
法  人  名  

派遣職員数（人）  

役員  職員  合計  

職
員
派
遣  

民法法人 

派遣法第 2条第 1号 
 －  －  ０  

一般地方独立行政法人 

派遣法第 2条第 2号 

 －  －  ０  

 －  －  ０  

特別の法律で設立された法人 

派遣法第 2条第 3号 

社会福祉法人  府中町社会福祉協議会  －  １ １  

 －  －  ０  

地方自治法に基づく連合組織 

派遣法第 2条第 4号 

 －  －  ０  

 －  －  ０  

小  計   ０  １  １  

退
職
派
遣  

特定法人  

派遣法第 10 条  
 －  －  ０  

小  計   ０  ０  ０  

合  計   ０  １  １  

 

（２ ）営利企業等の従事許可の状況（地方公務員法第３８条関係）  （令和３年度）   

区  分  人（件）  

許可人数  

（または許可件数）  
１  

（注）営利企業等の従事許可の状況とは，営利企業及びその他の団体の役員等への就任・  

従事すること，自ら営利を目的とする企業を営むこと、報酬を得て他の業務に従事する  

こと等をいいます。  

 

１０  職員の研修の状況  
 

①研修に関する基本方針の策定（地方公務員法第３９条第３項）  

策定の有無  策定時期  

有  平成１７年１１月  

 

②研修の実施状況（令和３年度）  

機関別研修  本年度参加者数 前年度参加者数 備  考  

広島県自治総合研修センタ

ー  
８１  ８２   

その他の研修  ４  ５  市町村アカデミー等  

計  ８５  ８７   
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１１  職員の人事評価の状況  

 

 

 

目   的  

人事評価制度は、町政を支えるために必要な人材を確保し、育て、活かすという人

事制度の運用の根幹を成すもので、職員の能力、実績・適正等を日常の仕事を通じ

て的確に把握し、職員の能力開発や人材育成に活用するとともに、任用、給与等の

処遇を決定する基礎資料として活用することで、職員の能力とやる気を高め、公務

全体の能率を向上させることを目的とする。  

人事評価の内容  

人事評価は職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を見る「能力評価」と、

役割を明確化した上で挙げた業績を見る「業績評価」により構成する。  

 

①被評価者  

次に掲げる者以外の一般職の職員（再任用職員を含む。）  

ア  臨時的任用の職員  

イ  非常勤職員  

ウ  評価期間中に勤務した期間が３ヶ月に満たない職員  

エ  その他町長が人事評価の実施を不適又は不可能と認める職員  

 

②評価者  

日常において直接被評価者と接し、職務遂行について職員を管理監督している者  

 

③評価期間  

ア  能力評価  

（１）新規採用職員  採用日から６ヶ月を経過した日から直近の３月３１日まで  

（２）再任用職員  ４月１日から９月３０日まで及び１０月１日から翌年３月３

１日まで  

（３）上記以外の職員  ４月１日から翌年３月３１日まで  

イ  業績評価  

（１）新規採用職員  採用日から６ヶ月経過後直近の４月１日から９月３０日

まで又は１０月１日から翌年３月３１日まで  

（２）上記以外の職員  ４月１日から９月３０日まで及び１０月１日から翌年

３月３１日まで  

 

④実施方法  

ア  能力評価  

評価者が被評価者の振り返りを参考に、自ら収集した職務の行動等に照らし５段

階で評価。確認者は、調整の観点から自己の把握する事実と評価者の評価との乖

離やバランスが取れているか評価し、必要に応じ評価者に再評価を命じて最終的

に評価を確定する。  

イ  業績評価  

被評価者は、期首に評価期間中に達成するための業務目標を設定し、期末に目標

の達成度を５段階で自己評価する。評価者は、被評価者の目標について重要及び

困難度を考慮した上で達成度を総合的に５段階で評価。確認者は、評価の公平性

確保の観点から手続きの公正性や評価結果の妥当性を審査し、必要に応じ評価者

に再評価を命じて最終的に評価を確定する。  
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１２  職員の退職管理の状況  

 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行（平成２８年４月１日）により、再就職者

による働きかけの規制等が導入され、本町においても、再就職情報の届出や公表等を定めた府中町職員の退

職管理に関する規則を制定し、退職管理の適正を確保する取り組みを行っています。  

 

 

 

１３  職員の福祉及び利益の保護の状況  

 
 

（１ ）安全衛生管理体制（令和３年度）  

区    分  町長部局等  教育委員会  消防本部  

衛生管理者  選任事業場数  １箇所  １箇所  １箇所  

安全衛生推進者等  選任事業場数  １箇所  ７箇所  １箇所  

産業医  選任事業場数  １箇所  １箇所  １箇所  

衛生委員会  設置事業場数  １箇所  １箇所  １箇所  

 

（２ ）職員の福利厚生事業の状況（令和３年度）  

事業名  内   容  

健康診断事業  一般健康診断、特別健康診断、人間ドック、情報機器作業従事者眼科学

的検査等 

健康相談事業  産業医による定期健康相談、保健師による個別健康相談  

メンタルヘルス対策事業  ストレスチェックの実施、研修会の開催  

過重労働対策事業  過重労働者に対する健康調査  

職員互助会補助事業  

職員互助会（府中町職員共済会）による職員の健康増進事業（レク

リエーション事業、クラブ助成）に対する補助    

＜参考＞ 会員数 327 人 職員 1 人当り：年 1,000 円 

  令和３年度決算額 327 千円 

 

（３ ）公務災害の発生状況（令和３年度）  

区  分  町長部局  教育委員会  消防本部  計  

公務災害  ０件  ３件  １件  ４件  

通勤災害  ２件  ０件  ０件  ２件  

計  ２件  ３件  １件  ６件  

    

（４ ）勤務条件に関する措置要求の状況（令和３年度）  

   なし  

（５ ）不利益処分に関する不服申し立ての状況（令和３年度）  

     なし  

 


